
恵庭市農業振興地域整備計画の見直しについて 

≪恵庭市農業振興地域整備計画≫ 

恵庭市農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興および農業の健全な 

発展を図るとともに国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、   

昭和 48年度に策定され、その後、宅地開発や工業団地の造成など恵庭市の発展と

ともに、これまで5度の見直しが行われてまいりました。 

農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」により、おおむね

５年ごとに計画に関する基礎調査を行うものとされており、前回の見直しから６年

を経過し、計画区域内の土地利用などに変化があったことから、農業振興地域整備

計画の見直しを行うものであります。 

≪主な計画見直し内容≫ 

・今後の農業経営上農用地区域に含めるべき農地の区域編入  135.8ha

・河川や農家住宅の新設など農業以外の用途に利用するための農用地区域からの 

除外 203.8ha 

≪恵庭市農業振興地域整備計画概要≫ 

農業振興地域整備計画は、概ね１０年後を見通して、農用地等として利用すべき

土地の区域およびその区域内にある土地の農業上の用途区分および、農業生産基盤

の整備開発、農用地等の保全などの方向性を定めております。 

≪スケジュール≫ 

農業振興地域用途区分 (単位：ha)
　　　区分
年次

農業振興
地域

農地
農業用施設
用地

森林・原野 住宅地 工場用地 その他

現在( R4） 6,915 4,212 56 779 226 0 1,642
目標(R14) 6,915 4,216 56 779 226 0 1,638

農用地区域用途区分 (単位：ha)
　　　区分
年次

農用地区域 農地
農業用施設
用地

森林・原野等

現在( R4） 4,272 4,047 44 181
目標(R14) 4,313 4,088 44 181

スケジュール 業務内容

R5.4.10 北海道(石狩振興局)事前協議　完了

R5.4.10 公告・縦覧開始

R5.4.18 関係者協議(道央農業協同組合)　完了

R5.4.27 関係者協議(恵庭市農業委員会)　完了

R5.5.08 関係者協議(恵庭土地改良区)　完了

R5.5.09 公告・縦覧終了[30日間]

R5.5.29 北海道知事同意　完了

R5.5.31 決定告示
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農 地 

採草放牧地

混牧林地

農業用施設用地 

白地地区

農業振興地域界

地区界1000    0        1000     2000      3000m 

恵庭市農業振興地域土地利用計画図 
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 地域指定年度  昭和４６年度

 整備計画策定年度  昭和４８年度

 特別管理地域指定年度  昭和５３年度

 整備計画策定年度  昭和５４年度

 特別管理地域指定年度  平成　２年度

 整備計画策定年度  平成　４年度

 特別管理地域指定年度  平成　９年度

 整備計画策定年度  平成　９年度

 整備計画策定年度  平成１５年度

 整備計画策定年度  平成２８年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭　和　４９　年　５　月  整備計画策定年度  令和　５年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭　和　５４　年　８　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　成　　４　年　７　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　成　１０　年　３　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　成　１６　年　３　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　成　２９　年　２　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令　和　　５　年　５　月

恵 庭 市 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 書

　　　　　　　　　　　　　　　北 海 道 恵 庭 市
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　（２）用　途  区　分

　  　　下記の「地区・区域番号」に係る農用地区域内の農業上の用途は、「用途区分」欄に掲げるとおりとする。

地区・区域

番　    号

 　　　農　　　　　地：農業用施設用地として区分した区域外の区域

 　　　農業用施設用地：上記のほか令和５年４月１０日現在における現況農業用施設

 　　　農　　　　　地：農業用施設用地として区分した区域外の区域

 　　　農業用施設用地：上記のほか令和５年４月１０日現在における現況農業用施設

 　　　農　　　　　地：農業用施設用地として区分した区域外の区域

 　　　農業用施設用地：上記のほか令和５年４月１０日現在における現況農業用施設

 　　　農　　　　　地：農業用施設用地として区分した区域外の区域

 　　　農業用施設用地：上記のほか令和５年４月１０日現在における現況農業用施設

 　　　農　　　　　地：農業用施設用地として区分した区域外の区域

 　　　農業用施設用地：上記のほか令和５年４月１０日現在における現況農業用施設

 　　　農　　　　　地：農業用施設用地として区分した区域外の区域

 　　　農業用施設用地：上記のほか令和５年４月１０日現在における現況農業用施設

Ａ－４

Ａ－５

Ａ－６

用　　　途　　　区　　　分

Ａ－１

Ａ－２

Ａ－３
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